○若桜鉄道利用促進のための乗車運賃補助事業実施要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、鉄道の利用促進を目的とし、沿線住民の公共交通利用意識を醸成するため、団体利用運賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
（助成対象者）
第２条　助成対象者は、鳥取市民がＪＲ因美線・若桜鉄道線（鳥取駅から若桜駅までの区間）を利用し、八頭町または若桜町内の観光地に旅行する８名以上２５名以下の団体とし、利用する者全員が以下に掲げる事項を満たす団体とする。ただし、鳥取駅から郡家駅までの利用並びに通勤又は通学のための利用及び高校生以下のみでの利用は対象としない。
(１)　鳥取市内に活動拠点を有する団体
(２)　鳥取市内に住所を有する者
（助成内容）
第３条　助成は、予算の範囲内において、利用する団体の人数分のJR因美線・若桜線区間における団体利用の往路または復路運賃を補助する（以下「運賃補助」という。）。ただし、八頭町と若桜町が適用する「観光車両利用促進キャンペーン」との併用はできない。
（運賃補助申請）
[bookmark: _Hlk110408830]第４条　運賃補助を受けようとする者は、鉄道運賃補助支給申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、若桜鉄道利用促進実行委員会会長（以下「会長」という。）に申請しなければならない。
(１)　名簿（様式第２号）
(２)　その他会長が必要と認める書類
２　前項に規定する申請は、利用する日の２１日前までにJR鳥取駅へ団体利用申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
（補助決定）
第５条　会長は、前条第１項に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めたときは運賃補助を決定するものとする。この場合において、運賃補助を決定したときは、運賃相当の補助金を代表者に振り込むことにより、通知に代えるものとする。
（補助金の返還）
第６条　会長は、補助を受ける車両に乗車しなかった場合又は虚偽の申請その他不正な手段により運賃補助を受けた者があると認めるときは、補助金をその者から返還させることができる。
（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和４年９月１日から施行する。
